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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２６年３月２０日      

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 火災 

発生日時 平成２６年１月３日（金） １６時１０分ごろ 

発生場所 長崎県佐世保市高後
こ う ご

埼西方沖 

 高後埼灯台から真方位２６８°１,９７０ｍ付近 

（概位 北緯３３°０６.１′ 東経１２９°３８.７′） 

事故調査の経過 平成２６年１月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

遊漁船 ささ丸、４.９トン  

ＮＳ３－５０８１３４（漁船登録番号）、個人所有 

１１.９０ｍ（Lr）×２.４３ｍ×０.８８ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、１６９.１７kＷ、昭和６１年９月２０日 

第２９２－２８０８８号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ７４歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和５３年７月１４日 

免許証交付日 平成２４年１１月２日 

         （平成２９年１１月１９日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 客室照明用電線の焼損 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、釣り客６人を乗せ、高後埼西方沖

を東進中、平成２６年１月３日１６時１０分ごろ、釣り客が、本船の

船速が低下したことから、港に着いたものと思い、客室から後部甲板

に出たところ、船尾から黒煙が排出されていることに気付き、船長に

知らせた。 

 船長は、すぐに機関を停止したところ、黒煙が操舵室前面壁に付設

の空気取入口から出始めたので、機関室で火災が発生しているものと

思い、海上保安部に連絡した後、船首の上甲板下の物入れにあった持

ち運び式粉末消火器２本を使用し、操舵室後方の客室の床板の一部を

開放して消火活動を行った。 

本船は、機関室天井左舷角に配線されていた客室照明用電線（以下

「本件電線」という。）を焼損したのみで鎮火した。 
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 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 西、風力 １、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

 その他の事項 船長は、平成１０年４月中旬ごろ、主機の開放整備工事後、機関室

の床に這
は

わせてあった主機の心線入りビニールホース製のオイルミス

ト抜き管（以下「オイルミスト管」という。）が、中央部分が持ち上

がった状態で固定されており、機関室点検時、通行の邪魔になったの

で、同管を更に持ち上げて本件電線に接触させ、針金入りの結索バン

ド（以下「本件結索バンド」という。）で本件電線に固定した。 

本件電線は、本件結索バンドを介し、電線被覆等に常にオイルミス

ト管の重みが掛かった状態で使用されており、本事故後、本件結索バ

ンド固定位置付近に１次短絡痕が認められた。 

船長は、本事故発生まで業者に依頼するなどして電気機器及び電線

の絶縁抵抗測定を実施したことがなかった。 

船長及び釣り客は、全員が救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

 本船は、高後埼西方沖を東進中、本件電線が短絡して出火したこと

から、電線被覆に延焼したものと考えられる。 

 本件電線は、本件結索バンドを介し、常に電線被覆等にオイルミス

ト管の重みが掛かった状態で使用されており、本事故後、本件結索バ

ンド固定位置付近に１次短絡痕が認められたことから、機関及び船体

の振動を受けるうち、本件結索バンド付近で電線被覆が破損して短絡

し、出火したものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が高後埼西方沖を東進中、本件電線が短絡して出火

したため、電線被覆に延焼したことにより発生したものと考えられ

る。 

参考 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・定期的に整備業者に依頼するなどし、電気機器、配線等の絶縁抵

抗測定を行い、漏電原因等の除去に努めること。 

・機関室には、船舶用自動拡散型粉末消火器を設置することが望ま

れる。 

 


